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虎ノ門駅前地区市街地再開発組合の解散について 
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平成２６年 ８ 月 虎ノ門駅前地区市街地再開発準備組合設立 

平成２６年 ８ 月 街並み再生地区（虎ノ門駅南地区）指定 

平成２７年 ７ 月 都市計画決定告示 

平成２８年 ４ 月 虎ノ門駅前地区市街地再開発組合設立認可 

平成２９年 １ 月 権利変換計画認可 

平成３０年 １ 月 着工 

令和 ２ 年 ６ 月 しゅん工 

令和 ３ 年１２月 虎ノ門駅前地区市街地再開発組合解散認可 

 

１．計画地の位置・地区の概要 

当地区は、西側は桜田通り、北側は外堀通り、東側と南側をそれぞ

れ特別区道第１１６６号線、特別区道第８６号線に囲まれた約０．５

ha の地区であり、銀座線虎ノ門駅と隣接した交通利便性が非常に高い

場所に位置します。 

地区周辺では、虎ノ門ヒルズの開業など開発動向が活発である一方、

虎ノ門駅では、利用者の増加に伴うプラットホームや出入口の混雑が

みられ、駅自体の拡充が求められていました。また、細分化された小

規模街区が多く、地区内の建物も更新が進まず老朽化が進行している

状況でした。 

平成２６年８月には、虎ノ門一丁目において「街並み再生地区（虎

ノ門駅南地区）」が指定され、敷地統合・街区再編の推進が図られるま

ちづくりのルールが定められました。 

このような背景から、当地区においては、立地特性を活かし、虎ノ

門駅の機能拡充や駅前としての防災拠点機能の強化を図るとともに、

安全・安心でゆとりある歩行者ネットワークの確保など、当地区のみ

ならず虎ノ門エリア全体の安全性・利便性の向上に貢献するまちづく

りを目指しました。 

  

種別 名称 

規模 

備考 幅員 
又は面積 

延長 

主要な 

公共施設 

地上駅前 

広場１号 
約８００㎡ - 

新設 
階段・昇降機等を含む 

地下駅前 

広場１号 
約６００㎡ - 

新設 
階段・昇降機等を含む 

地区施設 
歩道状空地 

５号 
０．５ｍ 約２５ｍ 新設 

 

３．整備した主な公共施設等 

■位置図 

虎ノ門駅前地区の街づくりについて 

施行区域面積 約０．５ha 

建築敷地面積 約２，７８２㎡ 

延べ面積 [容積対象面積] 約４７，２６０㎡ [約３８，１００㎡] 

建物高さ 約１２０m 

階数 地上２４階／地下３階 

主要用途 事務所・店舗・駐車場等 

 
 

歩道状空地５号 

■配置図 

・地上駅前広場１号（新設） 
・地下駅前広場１号（新設） 

４．施設建築物の概要 

外堀通り 

桜
田
通
り 

特
別
区
道
第
１
１
６
６
号
線 

特別区道第８６号線 

外観（北西より） 

地下駅前広場１号 

地上駅前広場１号 

２．これまでの主な経緯 

■完成写真 


